
高浜 町 通 話 録音 装置 等の 取 扱い に関 する 要 綱  

 

 

（趣 旨）  

第 １条  こ の要 綱 は、 住 民 サー ビ スの 向 上 を目 的 とし て 設 置す

る 通話 録 音 装 置 及 び通 話 記 録 の 取 扱い に 関 し 、 必 要な 事 項を

定め るも の とす る。  

 

（定 義）  

第２ 条  こ の要 綱に おい て 、次 の各 号に 掲 げる 用語 の意 義 は、  

 そ れぞ れ 当該 各号 に定 め ると ころ によ る 。  

（ １ ）通 話 録音 装置  本 庁 舎に 設置 する 、 電話 機で の通 話 開  

始と とも に 通話 内容 を録 音 し、 一定 時間 経 過後 にそ の録 音 記  

録を 自動 的 に消 去す る装 置 をい う。  

（ ２ ）通 話 記録  通 話録 音 装置 によ り記 録 した 音声 をい う 。  

 

（管 理及 び 管理 責任 者）  

第３ 条  通 話録 音装 置等 の 管理 に当 たっ て は、 高浜 町 個 人 情報  

 保 護条 例 （平 成 １ ６年 高 浜町 条例 第 ３ 号 ）に 基づ き適 正 な管   

 理 を行 う ため 、管理 責任 者 をお き、総務 課 長を も って 充て る 。  

２  管理 責 任者 は、管理 上 必要 と 認め る者（ 以下「 操作 担当 者 」  

とい う。）以 外 の 者に 、通 話 録音 装 置を 操作 さ せて はな らな い。 

 

（通 話録 音 装置 等の 取扱 い ）  

第４ 条  通 話録 音装 置は 、 施錠 され た電 算 室内 に設 置し 、 通話  

記録 は ３ ヶ 月程 度保 存す る もの とす る 。  

２  所管 課 長は 、 所 管す る 業務 にお いて 、 犯罪 に関 わる 電 話 や  

業 務 記 録 の 確 認 を 行 い た い と き は 、 当 該 電 話 を 受 信 し た 電 話

番号 、受信 し た時 刻、通 話内 容 等 を 管理 責任 者 に対 して 伝え 、

依頼 する も のと する 。  

３  管理 責 任者 は、 前項 の 依頼 があ った と きは 、通 話記 録 の内  

 容 を確 認 し、 必要 があ る と認 めた 場合 は 、通 話記 録 を 所 属課  

長に 報告 す る も のと する 。  

４  所属 課 長 は 、前 項の 通 話記 録を 保存 す る 必 要が なく な った  

 時 点で 速 やか に破 棄す る もの とす る 。  

５  操作 担 当者 は、 管理 責 任者 の指 示な く 通話 記録 を編 集 し、  

又は 加工 し ては なら ない 。  

６  管理 責 任者 は、 前各 項 に掲 げる もの の ほか 、通 話録 音 装置  



等の 取扱 い につ いて 、必 要 な措 置を 講ず る もの とす る。  

 

（そ の他 ）  

第５ 条  こ の要 綱に 定め る もの のほ か、 通 話録 音装 置等 の 取扱  

いに 関し 必 要な 事項 は、 管 理責 任者 が別 に 定め る。  

 

附  則  

この 要綱 は 、令 和３ 年１ ０ 月１ 日か ら施 行 する 。  

 


